
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，地域的な共同活動のための不動産又

は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として，次のとおり認可したの

で，同条第１０項の規定により告示します。 

  平成２７年８月１４日 

京都市長 門川 大作   

１ 団体の名称 

  下山田村中会 

２ 規約に定める目的 

会は，地域住民の親睦を図り，自主的な共同活動によって良好な地域社会の維持及び

形成を図ることを目的とし，次の活動を行う。 

  レクリエーション，文化活動等住民相互の親睦を図る行事の開催に関すること。 

  排水路の清掃など保健衛生に関すること。 

  所有する資産の維持管理及び運営に関すること。 

  その他の目的に必要な事業及び連絡に関すること。 

３ 区 域 

山田上ノ町７番地，８番地，９番地，２１番地，山田御道路町２４番地，２７番地，

山田北山田町１７番地，１８番地，１９番地，２１番地，２６番地，３３番地，３４番

地，３６番地，３７番地，３８番地１，４２番地，山田弦馳町１０番地，１１番地１，

１８番地，２０番地，２２番地，２５番地，３５番地３，３５番地５，３５番地６，３

５番地７，３５番地８，３５番地９，３６番地，３６番地２，山田出口町７番地，７番

地１，１０番地，１３番地，２４番地，２５番地，２９番地，３０番地５，３１番地，

山田葉室町１３番地１，１３番地２，１３番地１９，山田南町２番地，３番地，４番地，

６番地，７番地，８番地，９番地５，１１番地，１５番地，３８番地１，３８番地２，

松尾木ノ曽町５１番地６，松尾大利町２０番地３５ 

４ 主たる事務所 

  京都市西京区山田北山田町１９番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

河合 博史 

  京都市西京区山田南町２番３番合地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 
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８ 認可年月日 

  平成２７年８月１０日 

（文化市民局地域自治推進室） 


